
高知県教育振興基本計画推進会議における各委員のご意見を踏まえた 
第２次改訂への対応状況について 

 
令和７年度に実施した高知県教育振興基本計画推進会議において、委員の皆さまからいただい

たご意見を踏まえ、第２次改訂で各取組・事業に新たな内容として追加いたしました。 
 
 
（１）各委員からの主なご意見の趣旨 

○不登校対策として、実りのある支援体制の構築に向けた取組の充実・強化 
・家庭の変化と組織の横のつながりというところも見ていただいて、実のある支援体制

になっているかどうかを見ていただきたい。 
・都市教育長会で県内 11 市の全ての教育長から効果があったと言われた県の事業は、

校内サポートルーム。是非続けてもらいたいという要望を県教育長にも伝えさせて
いただいた。 

 
≪基本計画への反映状況  ※下線は第２次改訂における更新箇所≫ 

【No.54 学校の相談支援体制の強化（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー
活用事業）】（P124） 
・スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの全校配置を継続するとともに、

県内３エリアに広域的支援を行う「エリア配置型 SC」を配置し、通常配置 SC との緊密
な連携のもと、困難事案にも組織的に対応できる支援体制を構築する。 

【No.95 早期発見・早期支援のための相談支援コーディネーター教員の育成】（P142） 
・心理及び福祉に関する教育プログラムの研修を開催し、「相談支援コーディネーター教員」

を育成することで、児童生徒の課題に早期対応し、SC や SSW、関係機関等と円滑に連
携できる体制を整備する。 

【No.99 多様な学習の場の充実や機会の確保に向けた支援】（P143） 
・不登校児童生徒や特別な支援が必要と考えられる児童生徒について、校内サポートルー

ムの設置拡充、市町村教育支援センター等の児童生徒が安心して過ごせる場やデジタル
技術を活用した学習支援（メタバース等の活用によるオンラインサポート）の充実、県
立大と連携した Kochi Teens Base の運営、市町村が設置する「学びの多様化学校」の相
談支援体制の強化、一定の要件を満たすフリースクールに対する支援等、多様な学習の
場や機会確保のための取組を推進する。 
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（２）各委員からの主なご意見の趣旨 
○地域への理解と愛着を育むキャリア教育の一層の充実 

・実際に地域の優れた本物の企業や団体に足を運んで、体験をする、見聞をすることは
とても良い。こういった施策や企画は、ぜひ継続して行っていただきたい。 

・子どもたち自身がもっと勉強してこの地域を引っ張っていくんだ、という真のリーダ
ーになるようなプログラム（キャリア教育、生活科、総合的な学習の時間、総合的な
探求の時間、その他関連する教科等の学習計画）にしていただきたい。 

・地域にあるリアルな課題を学校の中で子どもの内的動機付けに結び付けるのは、教員
にしかできない。教員の指導力の向上が必要。 

 
≪基本計画への反映状況  ※下線は第２次改訂における更新箇所≫ 

【No.13 小・中学校におけるキャリア教育の推進】（P110） 
・児童生徒が、県内の企業や産業の現場を体験するため、小・中学生ごとに、年代に応じ

たプログラム内容を設定したバスツアーを開催する。また、各学校における地域の文化
や産業の継承、企業見学等の取組に対して財政的支援を行う。さらに、各学校と地域の
教育資源をつなげるコーディネーターを配置し、保幼小中での一貫したキャリア教育を
支援する。（小中） 

【No.14 高等学校におけるキャリア教育の推進】（P111） 
・各学校の代表生徒が、地域の産業や文化に触れるとともに、企業経営者や大学生の助言

も得ながら県の課題を探究する宿泊研修（新しい学校のリーダー研修）を実施する。ま
た、協力企業データベースも活用し、県内企業と連携したキャリア教育を実施するほか、
中山間地域において、生徒と企業経営者や社員が対話する双方向型の企業説明会を開催
する。こうした取組を通じて、様々な立場の方の意見や考えを聞く機会を確保する。（高） 

【No.16 県内国公立大学との連携】（P111） 
・県内の中高生や保護者を対象とした大学見学ツアーを実施するなど、県内国公立大学の

魅力や特徴を知る機会を設定する。加えて、大学教員による学校への出前授業や、学長
による児童生徒や保護者・教員向けの講演を実施する。（中高） 

【No.17 PTA と連携したキャリア教育の推進】（P111） 
・子どもの進路選択に与える影響の大きい保護者に対して、地域で働くことの意義や理解

を深めてもらうため、地域で働き活躍している人材と、子どもや保護者が対話する機会
を設定する。 

【No.18 教員のキャリア教育指導力の向上】（P111） 
・教員版の産業体験ツアーや進路担当者会における県政出前講座の開催、生徒対象事業へ

の教員参加の拡大など、教員に対しても、本県の産業や企業、文化を知り、学ぶ機会を
充実させることで、生徒への進路指導や各校でのキャリア教育に繋げる。 
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（３）各委員からの主なご意見の趣旨 
○今後の社会を見据えた生成 AI を含むデジタル技術を活用した子どもたちの学びの充実、

教員の学習指導力の向上 
・生成 AI のプロンプトを書く時に、日本語をどのように書くかで、全然出てくるもの

が違うし、生産性が違う。「ものすごいことをやりましょう、デジタル社会だから。」
ではなく、本当に基本的なところを先生もちゃんとやっていただくことで成果が出
てくるのではないかと思っている。 

 
≪基本計画への反映状況  ※下線は第２次改訂における更新箇所≫ 

【No.２ デジタル技術を活用した個別最適・協働的な学びの充実】（P108） 
・１人１台端末やデジタル教材（デジタルドリル、生成 AI 等）を効果的に活用し、基礎学

力の定着と対話による問題解決を重視した授業改善を推進する。あわせて、端末の持ち
帰りにより授業と授業外をシームレスにつなぐ学習環境を構築し、「個別最適な学び」と
「協働的な学び」の一体的な充実を図る。（小中） 

【No.９ 学力向上推進事業】（P109） 
・「高校生のための学びの基礎診断」を活用して各校生徒の基礎学力の定着度を測り、結果

を授業改善サイクルの充実、授業外学習習慣の定着につなげる。あわせて、全ての県立
高校に校務分掌や学年をこえ、教員の授業力向上に係る具体策を検討する「授業デザイ
ンプロジェクトチーム」を設置し、学校支援・教育 DX 推進室の定期的な学校訪問によ
り、組織的な学力向上の取組を支援する。また、中高連携授業研究会（数学）を開催し、
系統性のある学びの強化を図る。（中高） 

 
 
（４）各委員からの主なご意見の趣旨 

○教員の働きやすさと働きがいの充実 
・働きやすさと働きがいの両立については、是非ぜひ県としてもしっかり進めていただ

きたい。 
・働きがいの部分も高めていける取り組みができないかなと思う。県教委としての考え

を現場きちんと説明していく必要がある。 

 
≪基本計画への反映状況  ※下線は第２次改訂における更新箇所≫ 

【No.167 業務の効率化・削減】（P162） 
・教育委員会事務局の調査等の精選、研修の精選、ICT の活用や教材等のデジタル化及び

共有化により、教員の負担軽減を図る。また、地域や保護者の理解を得ながら、業務の
明確化や適正化を図り、学校給食費等の公会計化に向け、好事例の周知などの支援を行
う。さらに、専門的知見を有するコンサルティング業者が直接学校に入り、学校の状況
や抱える課題を踏まえた伴走支援を行うとともに、管理職を対象としたマネジメント研
修などを行うモデル校事業を実施する。これにより、業務の効率化・削減などを支援し、
加えて、その成果について他校への横展開にも取り組んでいく。  
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（５）各委員からの主なご意見の趣旨 
○高等学校の更なる魅力化・特色化 

・生徒数確保につなげるために、もう１歩進めたものができないか。どうしても他県の
取り組みを追いかけているような印象があるため、是非、一歩先んじたものをまず進
めていただきたい。 

・昔のままの学校環境も多いため、今の時代にあった整備をお願いしたい。 

 
≪基本計画への反映状況  ※下線は第２次改訂における更新箇所≫ 

【No.63 「県立高等学校振興再編計画」の推進】（P129） 
・「県立高等学校振興再編計画」に基づき、次の①～⑤の取組を着実に実施 

①学校のさらなる魅力化・特色化や多様な学びのニーズへの対応として、日本語指導が
必要な生徒を対象とした「多文化共生コース（仮称）」、高知の特色ある文化を生かし
た「まんが・アニメコース（仮称）」、全日制・定時制・通信制の３課程を併置した多様
な学び方ができる高等学校を、それぞれ新たに設置する。また、市町村や地域、小中
学校、大学、企業、関係機関等との連携を強化し、地域のニーズを踏まえながら各高
等学校の魅力化・特色化を進める。 

②産業系専門学科の教育内容の見直しを行い、先進的な産業に対応するための基盤とな
る学科を中心に置く学科改編や新たな教育課程を実施する。 

③総合学科の系列の整理・系列の見直しを行い、新たな教育課程を開始する。 
④定時制、通信制（協力校を含む。）のそれぞれのバランスを考慮した上で、配置の見直

しを行う。中でも、定時制については、県東部、中部、西部といった広域エリアごとに
配置する方向で見直しを進める。通信制については、デジタル技術を活用して運用の
見直しを図るとともに、協力校を新たに設置することにより、学びの場を拡充する。 

⑤2040 年に向けた国の「高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン）」（令和８
年２月）を踏まえ、首長（知事）や関係部局、大学、産業界、地域の関係者や高校生等
の幅広い意見を聞き、「高等学校教育改革実行計画」を策定する。あわせて、高校生の
学びをより豊かにするため、改革先導拠点となる高等学校を創出するなど取組の充実
を図る。 
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